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Ⅰ．2024年度 3回生鈴木良ゼミの活動報告 

鈴木 良 

  

私の 3 回生のゼミでは、実際にインタビュー調査やフィールドワークを行ない、この結

果をもとに研究成果をまとめて、社会に発信することを目的に活動をしています。2024 年

度は、1）高齢者の社会的孤立、2）子どものアドボカシーのグループに分かれて、フィー

ルドワーク調査をしました。同志社社会福祉学会では、1）高齢者の社会的孤立と、2024

年 3月に実施した沖縄研修での内容について、ポスター発表を行いました。 

私たちのゼミでは、学生個々人の希望やペースを尊重しているため、それぞれのフィー

ルドワークやインタビューへの参加、ポスター発表や報告会への参加/不参加は自由にし

ています。参加したいと思う人が参加しながら、それぞれが学んだことを社会に発信して

います。学生一人ひとりが無理のない範囲内で、それぞれがしたいと思うことをゆっくり、

確実に行うということをモットーにゼミを運営してきました。 

2024 年度の 3 回生鈴木ゼミのテーマは、「高齢者の社会的孤立」と「子どもの権利」で

す。毎年、鈴木ゼミでは学生からの希望に応じてテーマを設定します。近年は子どもの権

利や貧困の問題に関心をもつ学生が多かったのですが、今年は高齢者分野というこれまで

にない新しいテーマが学生から希望として出されました。高齢者の社会的孤立については

近年、国や自治体が力を入れている居住支援法人やコミュニティソーシャルワーク、子ど

もの権利については改正児童福祉法によって制度化された意見表明権を保障する子どもア

ドボカシーセンターの取り組みに焦点を当てました。 

以下では、2024年度の活動報告について述べます。 

 

1．高齢者の社会的孤立～居住支援法人とコミュニティソーシャルワークを学ぶ 

第一に、高齢者の社会的孤立のテーマに関わる学びを紹介します。 

 居住支援法人とは、改正住宅セーフティネット法（平成 29 年 10 月 25 日施行）に基づ

き、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居促進を図るため、住宅確保要配慮者

に対し居住支援を行う法人として、都道府県が指定するものです。住宅確保要配慮者とは

低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯など、住宅の確保に特に配慮を必要と

する人々です。地域で生活をする上で住宅というのは最も基本的な社会資源ですが、これ

らの人々は、社会の偏見や差別、経済事情などの様々な理由により、住宅を借りることが

できず、社会的に孤立するという現状があります。高齢というのは誰でも経験することな

ので、これは私たち自身にも関わる課題です。 
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写真：2024 年 5 月 27 日の鈴木ゼミ。NPO 法人「くらしコープ」の理事・余根田さん、京

都府職員の椋平さん、この分野を研究する京都府立大学の藤岡さんと学生たち 

 

 2024 年 5 月 27 日のゼミの時間帯に NPO 法人「くらしコープ」の理事・余根田さん、京

都府職員の椋平さん、この分野を研究する京都府立大学の藤岡さんをお招きし、くらしコ

ープの実践や京都の居住支援の現状や課題についてのお話しを伺いました。くらしコープ

は 2004 年から生活支援の業務を開始し、2020 年から居住支援法人として認可されていま

す。くらしコープは物件を所有しているわけではないので、必要に応じて不動産に一緒に

出かけていったり、既存のネットワークを活用して物件を紹介したりします。入居後も生

活の支援をします。余根田さんからは今年に支援をしたいくつの実践事例について紹介し

てくださいました。当事者の方と一緒に不動産を探し回り、住宅確保のために奔走してい

る状況について教えていただきました。 

 また、2024 年 6 月 3 日及び 7 月 8 日には、ゼミの時間帯に有限会社京都くらし支援セン

ターの土岐美樹子さんをお招きして、お話を聞きました。1 回目のインタビューの際に土

岐さんのお話があまりにも面白く、もっと聞きたいという学生さんからの強い要望があっ

たので、インタビューを 2 回お願いすることになりました。土岐さんのお父様が 1972 年

から上賀茂でアパート経営を始め、この頃から不動産からの紹介で賃貸が難しい人（夜の

仕事をする女性たち、出所者、ヤクザも含む）を中心に、連帯保証人がない人を受け入れ
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てきたそうです。 

2012 年から土岐さんご自身がアパート経営に関わり、2019 年に居住支援法人の指定を

受けました。当センターは、上賀茂や北白川エリアにアパート 4 棟（合計 54 室）・一戸建

て 10 件・分譲マンション(2 室)の 66 室を所有し、サブリース物件(左京区 2 件、北区 2 件、

右京区 1件)の 17室を借りており、合計で 83室の支援をしています。 

 

 

写真：京都くらし支援センターの土岐さんとゼミ生たち 

 

 いずれの居住支援法人でも、住宅について不動産会社や支援団体から相談がなされ、ど

のような人も拒否せずに対応します。例えば、相談者は、高齢者、障害者、母子家庭、刑

務所の出所者などです。現在では外国籍の人からの相談はほとんどないということですが、

団体としては支援をしていきたいと話されていました。支援が困難な人については、土岐

さんは以下の例についてお話してくれました。 

 脳梗塞のため社宅を出ることになった高齢男性がいました。この人は連帯保証人がなく

緊急連絡先がないため、受け入れ先が見つからず、京都くらし支援センターが受け入れる

ことになったそうです。この男性は呼吸器をつけています。ある日、土岐さんが部屋に入

ると布団が便で汚れていることに気づいたそうです。その後、土岐さんは母と一緒にこの

男性を病院に連れて行き、入院することになりました。その後退院し、訪問看護、ヘルパ
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ー、ケアマネ、社会福祉協議会の日常生活自立支援事業の支援員と共にカンファレンスを

行ないました。カンファレンスでは見取りもできるのかと聞かれ、土岐さんは、それは可

能だと回答しました。センターのアパートの住人は就寝後にそのまま起きずに、亡くなる

ことが多いそうです。高齢者が賃貸できない理由の一つは孤独死ですが、土岐さんは、こ

れは「自然死なので受けいれている」と語っていました。この男性については、ヘルパー

やケアマネが関わるのに難しさを感じていますが、土岐さんに対しては対応が異なるそう

です。病院関係者は土岐さんに対しては自然に接しているので驚いたそうです。男性の部

屋は駐車場に面し外に専用の椅子を置き彼はそこに座り、土岐さんが通りかかると挨拶も

してくれます。こうした工夫も高齢者が孤立しないための土岐さんの働きかけでした。 

 居住支援法人は、住宅を貸すだけではなく、簡単な食事の提供や通院、掃除などの日常

生活に関わる支援を行う場合があります。ただし、どのようなことまで支援を行うべきな

のかという制度的規定はないので、居住支援法人によってその対応は様々であるそうです。 

 二つの法人からは、国の施策の問題についてもお話してくださいました。住宅セーフテ

ィネット法にはセーフティネット住宅という住宅確保要配慮者向けの住宅を制度として保

障していくことが定められています。ところが、セーフティネット住宅として認可される

ためには、一定の居住スペースや耐震構造の条件を満たさなければなりません。この結果、

大規模な住宅改造をすることによって費用がかかり、物件の賃貸料も上がることになりま

す。住宅要配慮者の多くが生活保護世帯であり、例えば、京都市では一人世帯 4 万円、三

人世帯で 5 万 2 千円と住宅扶助費の上限が決まっています。住宅セーフティネット法には

家 賃 補 助 の 制 度 も あ り ま す が 、 京 都 市 は こ の 制 度 を 実 施 し て い ま せ ん 。 

 セーフティネット住宅は生活保護基準額を上回る家賃が設定されているため、住宅確保

要配慮者の多くが利用できない状況が生じているそうです。住宅セーフティネット法の管

轄は国交省ですが、厚生労働省による福祉政策と十分な調整がとれていないために、この

ような問題が生じている側面があります。結果的に、居住支援法人の多くがセーフティネ

ット住宅として登録されている物件ではなく、生活保護世帯でも賃貸できる物件を紹介し

ているのが実態です。 

 高齢者の社会的孤立の問題は、住宅だけではありません。そこで、何か困りごとがあっ

た際に身近な存在として相談することができ、関係機関への橋渡しをしてくれるコミュニ

ティソーシャルワークの役割や機能についての学習も行いました。具体的には、2024 年 8

月 2 日及び 3 日に開催された大阪府豊中市社会福祉協議会のコミュニティソーシャルワー

ク研修会にゼミ生たちがボランティアとして関わりながら、豊中市の勝部麗子さんをはじ

めとするコミュティソーシャルワーカーの皆様から講義を受けました。 

 さらに、全国から研修に参加した現場の相談機関のワーカーの皆さまと行うワークショ

ップにも参加させていただきました。高齢者が社会的に孤立せず、地域社会のなかで安心

して生活することできるようにするための相談や見守りの仕組みについて教えていただき、

学生たちはとても大きな学びになったと話していました。 
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 春学期の学びでは、主に高齢者の社会的孤立の問題について、居住支援法人やコミュニ

ティソーシャルワークの観点から考えてきました。貴重な経験についてのお話しをしてく

ださった関係者の皆様に心より感謝申し上げたいと思います。 

 

2．子どもアドボカシーセンターOSAKAの訪問～子どもの権利を考える 

第二に、子どもアドボカシーについての学びについてです。 

 2024 年 6 月 30 日（日）の午前 10 時～13 時まで 3 回生鈴木ゼミで、大阪府堺市にある

子どもアドボカシーセンターOSAKA を訪問し、子どもアドボカシーの取り組みについて、

設立者で現在熊本学園大学で教員をされている堀正嗣さんと、事務局長の奥村仁美さんか

らお話をお伺いしました。当センターは 1970 年代に子ども情報研究センターとして始ま

った組織です。2020 年に堀さんを中心とするメンバーが、科研費の研究プロジェクトとし

てニーズ調査を行い、独立アドボカシー研究所として展開してきました。 

 2 年前からモデル事業として開始し、現在は改正児童福祉法の第 2 種社会福祉事業であ

る子ども意見表明権支援事業として補助を受けて、活動をしています。大阪府、大阪市、

堺市、奈良県から委託を受けて、それぞれの地域で活動しています。 

 

 

写真：子どもアドボカシーセンターOSAKAのスタッフと学生たち 
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写真：子どもアドボカシーセンターOSAKAの事務所は駅前の交通の便の良い場所にある 

 

 当センターでは、アドボケイト 35 名（男性 7 名、女性 28 名）おり、19 歳～70 代まで

いて、50 代が多いということです。事務局スタッフは 5 人（常勤 2 名）で運営しています。

アドボケイトとは、子どもと関わり、子どもの声や要望を聞き、権利擁護をする人の名称

です。当センターでは、子どもアドボカシー学会が主催する一定の研修を受けた人がアド

ボケイトとして認定されます。研修は基礎講座と実習によって構成され、イギリスの子ど

もアドボカシーのカリキュラムに依拠しています。研修会も定期的に行われ、月 1 回のス

ーパービジョンを受けます。研究者 1 名が各アドボケイトのチームに関わり、アドボケイ

トが感じるジレンマや実践課題について共に考える機会としています。 

 活動日は、一時保護所が月 2回、児童養護施設や障害児施設が週 1回で、一人のアドボ

ケイトが週 1回、あるいは、月 1回の頻度で関わるそうです。定期訪問のときに一人の子

どもに話を聞くこともあるそうですが、毎回、アドボケイトがチームをつくって活動をし

ています。一人のアドボケイトが様々な子どもと関わるのが基本ということでした。まず

は、集団を対象としたかたちで基盤をつくり、一人の子どもに関わる必要があるときには

子どもが信頼できる人がアドボケイトしていく個別アドボカシーを行なうそうです。一般

的には、アドボケイト二人が一施設に入るそうです。場合によっては、児童養護施設 100

人の子どもと関わるところもあります。アドボケイトは、普段は NPO で仕事をしている人、
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会社員の人、学生、行政職員、児童相談所のスタッフ、小学校の元教員と様々です。  

 

写 真 ： 子 ど も ア ド ボ カ シ ー セ ン タ ー の 事 務 局 長 の 奥 村 さ ん と 学 生 た ち 

 

 これまでの活動を通してセンターでは、次のように考えているそうです。つまり、子ど

もの専門的な経験が必要ではありますが、資格があるということではなく、子どもと関わ

る資質があることが大事だということです。専門家の顔をしている人は難しく、「専門家

の帽子を脱ぐ」ことが大事にされています。アドボケイトは、子どもをアセスメントしな

いこと、こども主導で、始まりも終わりも子どもが決めることを大事にしています。また、

サービス提供から独立しているという独立性が何より大事にされ、相談機関につなげるこ

とが仕事ではないということです。子どもが望めばそのような場合もありますが、ソーシ

ャルワーカーとは役割が異なることが意識的になされています。なぜなら、ソーシャルワ

ーカーは組織や専門職としての責任ゆえに重要な役割を果たしますが、一方、子どもの思

いや希望を聞くことなく、その結果として、目黒区の虐待死事件など様々な問題を引き起

こしてきたのも現実だからです。アドボケイトの立ち位置は、まさに弁護士のような存在

といいます。権限や責任をもたないからこそ、本人の意見を大事にできるということです。 

 意思決定支援の議論では、「最善の利益」ということが言われます。つまり、子どもの

意向に関わりなく、子どもにとって望ましいと専門家が判断する利益を実現するために行

動することです。しかし、アドボケイトは、「最善の解釈」を大事にします。すなわち、

その子が何を望んでいるのかという「View」を大事にし、子どもの気持ちを尊重すること

を徹底するのです。アドボケイトとソーシャルワーカーは役割が異なります。このことを

理解した上で、子どもの意見表明権を実現するための社会的仕組みがどうあるべきか、引

き続き学生たちと考えていきたいと思います。貴重な経験をお話くださったアドボケイト

の皆様に心より感謝申し上げます。 
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高齢者の社会的孤立を防止するための取り組み 

―居住支援法人と社会福祉協議会のコミュニティソーシャルワークに焦点を当てて― 
鈴木ゼミ①キムジュンソク、岩田真奈、安嶋泉、市村杏莉、宇佐見梨夏、島川亜弓、岸本英恵 

〔キーワード〕高齢者、社会的孤立、居住支援法人、社会福祉協議会、コミュニティソーシャルワーク 

1．研究の背景 

 2024 年現在、日本の高齢化率は 29.3%となり、2050 年には一人暮らし高齢者世帯は 32

都府県で 20％を超えると予測されている。それに伴い、緊急連絡先・連帯保証人の不在や

孤独死の問題ゆえに住居を借りられない問題が生じている。また、特に定年退職後の男性が

地域とつながりをもてず、社会福祉制度を利用できないことが問題となっている。 

こうした事態は社会的孤立と言われる。イギリスの社会学者タウンゼントは社会的孤立を

主観的孤独と異なり、「家族やコミュニティとほとんど接触のない」客観的状態と定義した。

そこで本研究では、高齢者の社会的孤立を防止するための取り組みを明らかにしたい。 

２．研究の視点および方法 

 本研究では、高齢者の 1）居住支援、2）社会参加の促進の視点から、第一に、1）2024

年 5 月 27 日に NPO 法人くらしコープの理事一人・スタッフ二人、2）2024 年 6 月 3 日・7

月 8 日に京都くらし支援センターの代表一人にインタビュー調査を行った。第二に、2024

年 8 月 2～3 日に、豊中市社会福祉協議会の職員研修に参加し、孤立防止の実践を視察した。 

３．研究結果 

３．１．居住支援法人の成果と課題 

 第一に、京都市の居住支援法人の成果と課題を述べたい。京都市の居住支援法人では、入

居前支援と入居後支援が行われている。入居前支援で重要なのは、「誰でも相談に応じるこ

と」だった。高齢者・障害者・外国人・出所者等に関わらず、住居確保に困る人は全員相談

できていた。ケースによっては相談で終わるのではなく、オンラインやオフラインで一緒に

物件を探すことや入居までの手続き・引っ越しの支援も行われていた。 

 入居後支援では、入居者への多様な支援を行われていることが分かった。例えば、京都く

らし支援センターでは、連帯保証人や緊急連絡先を引き受けること、在宅での看取り支援、

食料などの物資の支援、入居者に社会的役割を提供するなどの支援が行われていた。このよ

うな支援を通じて、居住支援法人は入居者と良好な関係を構築し、入居者の満足度が高いこ

とが明らかになった。一方、住宅セーフティネット法の課題として、補助金を受給するため

にだけ登録する不動産業者の問題、物件を修理するための補助金が不十分であること、家賃

など賃貸条件が高く設定され実状に合わないことなどの課題が見られた。 

３．２.豊中市社会福祉協議会の取り組みの成果と課題 

 第二に、豊中市社会福祉協議会の取り組みの成果と課題を述べたい。住民の孤立を防ぐ取

り組みとして、まず、「ローラー作戦」が行われていた。これは、社協の職員と民生委員が

協力し、一戸建ての家からマンションの各部屋までを訪問し、住民マップを作成する実践だ。

住民マップは孤立死の防止や災害時の住民の迅速な点呼に役立つことがわかった。しかし、

民生委員の高齢化により取り組みの継続が困難になっていた。 

次に、定年退職した男性が地域から孤立する課題に対処するため、「豊中あぐり」という

実践が行われていた。これは、畑づくりを通して高齢男性の社会参加を促し、地域に居場所

をつくるものだ。しかし、自主的に参加しようという意欲がある人を対象としているため、

実際に支援を必要とする人が参加できていない可能性があるという課題が見られた。 
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沖縄の基地問題から平和と福祉について考える 

鈴木ゼミ②市村杏莉・岩田真奈・宇佐見梨夏・垣外中茉乃・安嶋泉 

〔キーワード〕沖縄、基地、平和、戦争、福祉、基地反対運動 

 

１．沖縄研修の概要 

沖縄には在日米軍基地の面積のうちの約 70％が集中しており、基地に起因する事故や環

境問題、騒音など様々な問題が起こっている。日本政府は、普天間飛行場が住民にとって危

険であるために辺野古への基地移設を計画を進めているが、自然環境への影響や軟弱地盤が

指摘され、2019 年の県民投票では県民の 7 割以上が反対の意思を示した。しかし、現在に

おいて、県民の意思に反して、基地建設は強行されている。 

本研修では、2024 年 3 月 13 日から 15 日にかけて沖縄県を基地や戦跡などのフィールド

ワークを行った。具体的には、辺野古移設に対する抗議活動を続けている日本基督教団牧師

の金井創さんに２日間にかけてお話をお聞きしながら、辺野古・嘉手納基地・普天間基地・

チビチリガマ・シムクガマ・平和祈念公園などを訪問した。さらに、琉球大学の社会福祉を

学ぶ学生や先生方との交流、障害当事者団体である自立生活センター・イルカへの訪問を行

った。 

 

２．研修を通してわかったこと 

 沖縄への研修を通じて、１）辺野古基地反対運動の実態、2）普天間基地及び嘉手納基地

による周辺地域への影響、3）基地に対する沖縄の大学生たちの考え方について学んだ。 

 第一に、基地建設反対のために、抵抗活動をしている中心的なメンバーが、男性から女性

に変更されたことによって、民主的に運動が展開されていることがわかった。あるいは、抗

議活動のメンバーと海上保安庁の関係者との間で、コミュニケーションが行われ、相互理解

の機会が作られていることがわかった。 

 第二に、嘉手納基地の騒音や環境への悪影響により、住民の生活が著しく脅かされている

ことがわかった。例えば、学校現場では、戦闘機やオスプレイの騒音により、通常の学習授

業通りに授業運営ができず、学習の進度に著しく影響を与えていることがわかった。 

 第三に、琉球大学の学生との交流を通して、沖縄に住む若者にとって、基地は生まれた時

から存在しているものと捉えられ、親族が基地関係の労働に従事している場合もあるため、

基地問題に対して明確に抵抗できない事態も生じるうることもあることがわかった。 

  

３．研修を受けて私たち  

 本研修を通して、自分たちの目で現場を見て、そこにいる人たちの話を聞き、沖縄の現実

と向き合うことになった。これによって、メディアでは知ることができなかった基地問題を

めぐる複雑な現実を理解することができた。現場の複雑な問題に向き合うことによってこそ、

本 土 の 私 た ち に 何 が で き る の か 考 え る こ と が 大 事 な の で は な い だ ろ う か 。
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高齢者の社会的孤立を
防止する取り組みー居住支援と社協のコミュニ
ティソーシャルワークに焦点をあててー

鈴木ゼミ①（キムジュンソク、岩田真奈、安嶋泉、市村杏莉、宇佐見梨
夏、島川亜弓、岸本英恵）

研究の背景と目的

• 2024年現在、日本の高齢化率は29.3%となり、2050年には一人暮らし高
齢者世帯は32都府県で20％を超える。

•緊急連絡先・連帯保証人の不在や孤独死の問題ゆえに住居を借りられな
い問題が生じている。また、特に定年退職後の男性が地域とつながりを
もてず、社会福祉制度を利用できないことが問題となっている。

•イギリスの社会学者タウンゼントは社会的孤立を主観的孤独と異なり、
「家族やコミュニティとほとんど接触のない」客観的状態と定義した。
そこで本研究では、高齢者の社会的孤立を防止するための取り組みを明
らかにしたい。



2025/2/13

居住支援法人 インタビュー
 

• 本研究では、高齢者の1）居住支援、2）社会参加の促
進の視点から、第一に、1）2024年5月27日にNPO法人
くらしコープの理事一人・スタッフ二人、2）2024年6月3
日・7月8日に京都くらし支援センターの代表一人にイン
タビュー調査を行った。

居住支援法人とは

•住宅確保要配慮者（低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子
供を養育する者、その他住宅の確保に特に配慮を要する者）の
民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、住宅確保要配
慮者に対し家賃債務保証の提供、賃貸住宅への入居に係る住宅
情報の提供・相談、見守りなどの生活支援等を実施する法人と
して都道府県が指定するもの。

•京都府の居住支援法人は３９か所がある。（令和６年 12 月９日時点）
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入居前支援

•「誰でも相談に応じること」。

•高齢者・障害者・外国人・出所者等に関わらず、住居確保に困る人
は全員相談できていた。

•ケースによっては相談で終わるのではなく、オンラインやオフライ
ンで一緒に物件を探すことや入居までの手続き・引っ越しの支援も
行われていた。

入居後の支援

・連帯保証人や緊急連絡先を引き受けること

・在宅での看取り支援、食料などの物資の支援

・入居者に社会的役割を提供するなどの支援
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出典：https://www.kurashi.best/service1

このような支援を通じて、居住支援法人は入
居者と良好な関係を構築し、入居者の満足度
が高いことが明らかになった。

課題

・補助金を受給するためにだけ登録する不動産業者
の問題

・物件を修理するための補助金が不十分であること
・家賃など賃貸条件が高く設定され実状に合わない
ことなどの課題が見られた。
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豊中市社会福祉協議会での職員研修参加

• 2024年8月2～3日に、豊中市社会福祉協議会の職員研修に参加

•豊中市では、「豊中方式」と呼ばれる住民参加型のまちづくり
が行われている

•全国の社協職員や社会福祉法人の職員、厚生労働省の職員、地
元の歯科医など、いろいろな業界の人が研修に参加した

ローラー作戦

•社協の職員と民生委員が協力
して地域住民を訪問し、住民
マップを作成する実践

•住民マップは「孤立死の防止」
「災害時の住民の迅速な点呼」
に役立つ

•民生委員の高齢化や取り組み
の周知不足が課題

出典：厚生労働省「地域活動と当事者組織の支援」ｐ．１５
（https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000777670.pdf）（２０２４/１２/２）
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豊中あぐり

•定年退職した男性が地域から
孤立する課題に対処する実践

• 「畑づくり」を通して高齢男性の
社会参加を促し、地域に居場所
をつくる

•実際に支援を必要とする人が参
加できていない可能性があるこ
とが課題

出典：「豊中あぐりのホームページ」
（http://www.toyonaka-shakyo-vc.org/aguri0522/）（2024/12/2）

まとめ

•高齢者の社会的孤立を防止する取り組みとして、国や法人では「居
住支援」、豊中市では「ローラー作戦」「豊中あぐり」などが行われて
いた

•課題として、居住支援では「制度上の課題」、豊中市の取り組みでは、
「民生委員の高齢化」や「活動への参加が住民の自主性に委ねられ
ていること」などが挙げられる

• これからも課題に向き合いつつ、高齢者の社会的孤立の防止に取り
組まなければならない



2025/2/13



2025/2/13



2025/2/13



2025/2/13



2025/2/13

https://youtu.be/ho43S-zjWzk
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